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年度

市たばこ税課税標準本数

(本 )

決 算 額

(円 )

決算額前年度比

((%)

29
旧 3級品

血′L
河又 80,126,238

3,711,000
433,522,796

30
旧 3級品

般 80,016,427

2,810,380
423,627,434 97.7

一
Ｅ

一
フ

旧 3級品

般 74,182,082

1,422,840
427,867,502 101.0

ｎ
∠ 般 76,240,022 424,370,971 99。 2

う
０ 般 74,465,165 447,641,373 105。 5

(2)市たばこ税課税標準本数及び決算額の推移

市たばこ税課税標準本数 市たばこ税決算額

千本

84,000

千円

450,000

445,000

440,000

435,000

430,000

425,000

420,000

415,000

410,000

82,000

80,000

78,000

76,000

74,000

72,000

70,000

（
Ｘ
υ

ハ
０ ,000

29    30    ラモ1     2     3
29    30    元    2     3

年度

※決算額等の数値には、手持品課税分を含む。

3,711

2,810

1,423

80,126 80,016

74,465
76,240

74,182

447,641

433,523

427,868

424,371
423,627
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(3)鉱産税産出量及び決算額の推移

鉱産税産出量 鉱産税決算額
千

46000

440.00

420.00

400.00

38000

360.00

千円

1,350

1,300

1,250

1,200

1,150

1,100

千円

1,600

1.550

1,500

1,450

1,400

1,350

1,300

1,250

1,200

t

2     3

29    30    ラL     2     3

一死υ^ 29     30     ,こ -      2

入湯税決算額

3
年度

年度

(4)入 湯税入湯客数及び決算額の推移

入湯客数
人

11,000

10,500

10,000

9,500

9,000

8,500

年度

区 分

年 度

産 出 量

(t)
決 算 額

(円 )

決算額前年度比

(%)

29 416,666.52 1,217,100

30 418,188.54 1,242,500 102.1

フL 445,969.26 1,343,400 108.1

394,779.56 1,189,700 88.6

409,695.88 1,234,000 103.7

445.97

418.19

409.7041667
394.78

1,343

1,243 1,2341,217

1,19

1,596

1,466

1,424
1,410

1,343

区 分 入 湯 客 数 決 算 額

%)
額前年度比決

29 9,773 1,465,950

30 9,492 1,423,800 97.1

10,640 1,596,000 112.1

8,955 1,343,250 84.2

9,401 1,410,150 105.0

10,640

9,773

9,4019,492

8,955

8,000

-34-

30 一万 2 3 年度

一一



（
圧
・郭

翠̈
掛
）

。報
肛
掏
Ｋ
知
―
小
〓
枢

―Ｉ
Ъ
ヽ
日
ご
′Ｒ
駅
∞
Ｈ
鱗
眠
菫終
↑
「
一唇
腿
世
腟

・
翠
勝
※

羅
Ｃ
静
無
せ
い
ヽ
ポ
＝
抑
罫
扁
鰹
中

（
Ю
）

樫
鱗

∞

熙

ｑ

〇
〇
〇
ぃ卜
〇
ヾ

Ｈ^

〇
〇
∞
＾ヾ

〇
〇
∞
ぃＮ

〇
〇
∞
＾ヾ
卜
Ю

〇
〇
〇
ぃЮ
Ｏ
Ｈ

〇
〇
〇

∞^
∞

〇
〇
⑬

∞^

〇
〇
⑬
ぃ⑬

〇
〇
〇

卜^
〓

(=) 〇
〇
∞
ぃ∞
［
銀

〇
〇
∞
ぃト
ト

〇
〇
０
ぃＯ
Ｏ
ヾ

〇
〇
∝
ぃЮ
Ｏ
∞

〇
〇
∞
ぃＯ
Ｈ
銀

∞^

無

緊

Ю
∞
〇
ぃト

Cヾ
ヾ
卜
∞

∝^

Ю
銀
∞

０
０
日

∞ ∞
∞

鴎
∝

⊂〉 ヾ
〇
〇

【^

〇
∞
∞

銀
∝
∝

０
銀
〇

∞
Ю
Ｏ

∞^
【

側
鱗

∞

邸

ｑ

〇
〇
〇
ぃ守
Ｏ
Ｎ
（【

〇
〇
銀

０^

〇
〇
〇
ぃ∞

〇
〇
〇

Ｈ^
∞
Ю

〇
〇
〇

∞^
ヾ
Ｈ

〇
〇
⑬

∞^
∞

〇
〇
０
ぃ０

〇
〇
０

Ю^
∝

〇
〇
ヾ
ぃ∞

〇
〇
銀

〇^
〇
Ｈ

〇
〇
築
ぃＯ
Ｏ

〇
〇
Ｈ

Ｈ^
Ю
寸

〇
〇
〇

Ю^
Ю
∝

〇
〇
Ю
ぃヾ
寸
〇

∞^

無

郭

〇
卜
で

ぃ⑬

０
寸

∞
ぐ

Ю
Ｏ
⑬

槃^

〇
［
ト

∞
０
［

∞
∝

∞
鋪
【

Cヾ 〇
〇
〇

【
∝
寸

卜
ヾ
∞

Ю
卜
∝
ぃ［

守
Ｈ
∞

∞ヽ
Ｈ

煽
鱗
収

緊

ｑ

〇
〇
∞
＾ヾ
卜
Ю

Ｈヽ

〇
〇
∝

〇^
［

〇
〇
〇

ぃЮ
∞

銀

∞^
Ｈ
Ｈ

〇
〇
て

ぃ∞
Ｏ
Ю

〇
〇
∞

寸^

〇
〇
寸
．０
一

〇
〇
∞
ぃ〇
守

〇
〇
０
ぃト
ト
Ｈ

〇
〇
０

卜^
∝
［

〇
〇
∞
ぃ０
０
Ю

〇
〇
∞

〇^
∞
鋪

〇
〇
〇
ぃ０
∞
寸

∞^

無

緊

Ｈ
卜
∞
．ト

L0
0つ 卜

⑬
Ｏ

∝^

【
Ｏ
Ю

Ю
卜
Ｈ

ヾ
∞

銀
∝

ヾ
〇
銀

∝
∝
∝

∞
∞
０

【
∞
守

ヾ
Ю
Ｈ

Ｈ^

〇
卜
〇

Ю^
Ｈ

興
鱗

ｏ
∞

熙

ｑ

〇
〇
ヾ
ぃＯ
Ｈ
Ｈ

Ｎ^

〇
〇
〇

〇^
∞

〇
〇
寸

〇
〇
０

∞^
銀
Ю

〇
〇
〇
ぃ∞
Ю
【

〇
〇
寸

〇^
ヾ

〇
〇
〇

〇
〇
鋪

Ю^
Ｈ

〇
〇
ヾ

Ю^
∞

〇
〇
〇

Ю^
Ｈ
∞

〇
〇
∞

卜^
［
Ｈ

〇
〇
０
ぃ〇
〇
Ю

〇
〇
∞
ぃ〇
卜
∞

〇
〇
〇

ぃ０
０
０

ぃヾ

無

緊

Ｎ
∞
Ю

〇^
［

〇
〇
一

0ヾ ∞
Ｈ
Ｏ
ぃｍ

崎
０
ト

銀
〇
∞

0つ ０
ト

ト
ト
【

Ю
卜
〇

〓^

Ｃ
∝
じ

壌
∞
∝

［
Ю
∞
ぃＨ

卜
Ｈ
Ｏ
ぃ卜
Ｈ

側
鱗

ｏ
∞

熙

Ｃ

〇
〇
０
ぃの
０
鋼

鋪^

〇
〇
ｍ
ぃＲ
Ｈ

〇
〇
〇
ぃＨ

〇
〇
〇

〇^
〇
Ю

〇
〇
∞

ぃ０
∞
】

〇
〇
ヾ
ぃ卜
∞

〇
〇
〇
ぃ∝

〇
〇
∞
．∞
Ｈ

〇
〇
ヾ

Ｈ^
ヾ

〇
〇
ヾ
ぃ∞
Ｏ
Ｈ

〇
〇
∞

卜^
∝
Ｈ

〇
〇
Ю
ぃ卜
Ｈ
０

〇
〇
銀
ぃ⑬
ヾ
∞

〇
〇
Ｈ
ぃ∞
Ｈ
∝
ぃヾ

無

軽

∞
ヾ
∞

Ｈ^
Ｈ

(()
L0 ∞

ヾ
Ю

∝^

寸
∞
０

卜
∞
［

C=)

C,ヽ

卜
〇
∝

銀
〇
〇

〇
∞
０

Ю
卜
ヾ

Ｈ
∞
Ｎ

Ｈ^

∞
卜
寸
ぃ∞
Ｈ

野

脚

念

凶

罫

扁

昨

卜

・
ポ

勝

罫

扁

器

和

い

抑

や

岳

罫

扁

尋

朧

唇

扁

勝

≪

罫

組

担

腟

罫

扁

椰

椰

縦

朧

罫

扁

ポ

勝

製

引

罫
　
　
　
礎
　
　
　
祀

輌
抵

衝
配

Ｆ

一

肛
肛

（
蹄

）
堅

佃

ポ

藤

（い
）
図
熱
響

。
図
≪

罫

扁

Щ

恭

暖

押

週

罫

扁

翠

運
派

市

　

　

く日

-35-



8 国民健康保険税

(1)国民健康保険加入状況等

年  度

区 分
28 29 30 フ11 2 3

市の状況
総世帯数 34,287 34,614 34,987 35,294 35,499 35,732

総 人 口 80,179 79,902 79,650 79,343 78,905 78,496

国民健康保険

加入状況

世帯数

医 療 13,003 12,744 12,432 12,235 12,303 12,132

支援金 13,003 12,744 12,432 12,235 12,303 12,132

介 護 5,749 5,427 5,233 5,038 4,954 4,891

被保険者数

医 療 21,566 20,728 19,979 19,436 19,298 18,722

支援金 21,566 20,728 19,979 19,436 19,298 18,722

介 護 6,961 6,502 6,225 5,981 5,859 5,728

加入割合

世帯数

医 療 37.92 36.82 35.53 34.67 34.66 33.95

支援金 37.92 36.82 35.53 34.67 34.66 33.95

介  護 16.77 15.68 14.96 14.27 13.96 13.69

被保険者数

医 療 26.90 25.94 25.08 24.50 24.46 23.85

支援金 26.90 25.94 25.08 24.50 24.46 23.85

介 護 8.68 8.14 7.82 7.54 7.43 7.30

課税総額の

構成割合

医療

所得割 67.71 67.82 66.42 67.40 67.76 67.05

資産割 4.47 4.50 4.56 4.50 4.48 4.51

均等割 23.74 23.56 24.63 23.83 23.48 24.01

平等害|| 4.08 .4.12 4.38 4.27 4.28 4.43

支援金
「奸

'4‐

|}害 || 67.21 67.42 65.97 67.02 67.47 66.75

均等割 32.79 32.58 34.03 32.98 32.53 33.25

介護
所得害|| 50.82 50.36 48.72 50.44 49.08 49.23

均等割 49.18 49.64 51.28 49.56 50.92 50.77

所得割等の

課税世帯数

及び割合

所得割

課税世帯数

医療 9,663 9,313 9,062 8,882 8,881 8,608

支援金 9,663 9,313 9,060 8,882 8,881 8,608

介護 3,947 3,651 3,338 3,313 3,263 3,127

加入世帯に
占める割合

医療 74.31 73.08 72.89 72.60 72.19 70.95

支援金 74.31 73.08 72.88 72.60 72.19 70.95

介護 68.66 67.27 63.79 65.76 65.87 63.93

資産割
課税世帯数 8,246 8,014 7,766 7,572 7,490 7,484

加入世帯に占める割合 63.42 62.88 62.47 61.89 60.88 61.69

現午課税分

調 定 額

一 世 帯
当 た  り

医 療 102,840 99、 877 98.001 98、 876 95,804 96.324

支援金 34,607 33.577 33,144 33.208 32.019 32.118

介  護 27.641 27.329 26.151 26.268 25,229 25,373

一   人

当 た  り

医 療 62.006 61.407 60,981 62.243 61,078 62,419

支援金 20,866 20,644 20,624 20.905 20,413 20,813

介 護 22,829 22,811 21,984 22,126 21、 332 21.665

現年課税分

収入済額

一 世 帯
当 た  り

医 療 97,063 94,583 93,012 94,219 91,790 92,503

支援金 32,573 31,716 31,392 31,569 30,602 30,786

介 護 25,394 25,139 24,120 24,475 23,510 23,769

一   人

当 た  り

医 療 58,523 58,152 57,877 59,311 58,519 59,943

支援金 19,640 19,500 19,534 19,873 19,510 19,950

介 護 20,973 20,982 20,276 20,616 19,878 20,295

*3月 31日 現在
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(2)医療費 (療養諸費)に 占める税の割合

※ 医療費欄は、年報より算出した。

※ 調定額は、現年課税分のみである。

前年度対比 (伸長率) 保険税

の割合医療費 保険税
年度

医 療 費

(療養諸費)

国民健康保険税調定額

(医療給付費分)

18.251,337,223,299 96.81 93.4428 7,327,138,299

17.7029 7,192,313,198 1,272,836,931 98.16 95.19

17.0830 7,134,385,094 1,218,346,616 99.19 95.72

17.13一九 7,063,094,981 1,209,751,581 99.00 99.29

94.76 97.43 17.616,692,835,482 1,178,681,220

7,016,644,475 17.611,168,608,542 94.76 97.43
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9 収納 口徴収

(1)令和 3年度 市税収入未済額調

滞納繰越分
課税年度別

税  目

平成 28年度以前 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度

税  額 件数 税  額 件数 税 額 件 数 税 額 件数

市

税

※

国
保
税
を
除
く

個人市民税 11,149,414 545 7,560,928 415 9,543,038 552 15,726,044 857

法人市民税 1,741,955 18 215,400 2 96,346 2 267,500 5

固定資産税 21,846,002 1,107 5,694,446 393 7,207,659 486 13,384,334 724

軽 自動車税
千重別l害 ||

697,200 148 420,800 93 611,189 119 798,700 158

特別土地保有税 0 0 0 0 0 0 0 0

都市計画税 3,318,183 870,066 1,109,840 2,049,322

計 38,752,754 1,818 14,761,640 903 18,568,072 1,159 32,225,9()0 1,744

国民健康保険税 86,008,250 4,125 29,136,270 1,611 36,362,734 1,903 43,516,121 2,530
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現年課税分

合  計
令和 2年度 小 計 令和 3年度

税  額 件数 税  額 件 数 税  額 件数 税  額 件数

26,424,468 1,352 70,403,892 3,721 32,542,466 1,938 102,946,358 5,659

485,100 7 2,806,301 34 987 700 16 3,794,001 50

21,149,849 1,089 69,282,290 3,799 30,717,037 667 99,999,327 4,466

1,268,800 221 3,796,689 739 1,948,848 235 5,745,537 974

0 0 0 0 0 0 0 0

3,217,245 10,564,656 4,575,444 15,140,100

52,545,462 2,669 156,853,828 8,293 70,771,495 2,856 227,625,323 11,149

51,580,846 3,270 246,604,221 13,439 70,205,871 4,675 316,810,092 18,114

(単位 :円 。件 )

※ 固定資産税と都市計画税は一緒に徴収 している。
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(2)令和 3年度 市税収入未済額の処分状況調

財産差押 換価の猶予 滞納処分停止 執行猶予

税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税額 件数

市

税

※
国
保
税
を
除
く

個人市民税 20,915,339 858 150,893 1 1,985,178 110 799,999 2

法人市民税 150,000 3 150,000 3 0 0 0 0

固定資産税

都市計画税
18,198,900 761 0 0 681,900 16 70,000 2

軽 自動車税
禾重局il害 1

565 200 139 7,200 1 63,400 15 0 0

特別土地保有税 0 0 0 0 0 0 0 0

計 39,829,439 1,761 308,093 5 2,730,478 141 869,999 4

国民健康保険税 47,991,300 2,649 313,100 11 1,959,200 230 0 0
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(単位 :円 。件)

交付要求

納税誓約 その他 ノヽ  曇車
口
. 

口 |

(参加差押 )

税  額 件数 税  額 件数 税 額 件数 税 額 件数

436,829 18

15

7,043,258 382 71,614,862 4,288 102,946,358 5,659
366,868

0 0

0 0 3,494,001 44 3,794,001 50
0 0

1,549,300

1,424,000

84
3,169,200 131 91,470,127 3,472 115,139,427 4,466

78

25,800 2

108,500 17 4,975,437 800 5,745,537 974
25,800 2

0

0

0

0 0 0 0 0 0
0

2,011,929 104
10,320,958 530 171,554,427 8,604 227,625,323 11,149

1,816,668 95

1,086,300

1,080,500

46
9,678,200 525 255,781,992 14,653 316,810,092 18,114

45
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(3)令和 3年度 市税収入未済額の処分状況調  (補足 )

税  目

不動産 給 与 債権 その他

税 額 件数 税 額 件 数 税 額 件数 税 額 件数

1市

税

※

国

保

税
を

除
く

個人市民税 4,333,950 70 2,160,974 90 14,154,085 668 266,330 30

法人市民税 0 0 0 0 150,000 3 0 0

固定資産税

都市計画税
3,462,500 179 482,000 23 14,245,400 533 9,000 26

軽 自動車税
不重別l害||

40,700 4 70,900 20 453,600 115 0 0

特別土地保有税 0 0 0 0 0 0 0 0

計 7,837,150 253 2,713,874 133 29,003,085 1,319 275,330 56

国民健康保険税 11,066,900 304 5,908,700 348 31,015,700 1,988 0 0
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(単位 :円 。件 )

交 付 要 求

(参 力|1 差 押 )

不動産 給与 債権 その他

税  額 件 数 税  額 件 数 税  額 件数 税  額 件数

170,499 266,330 10

100,538 266,330 10

1,549,300 84

1,424,000 78

25,800

25,800

∩

〉

1,745,599 94 266,330 10

1,550,338 85 266,330

1,086,300 46

1,080,500 45
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10 税率表

(1)市税税率等一覧表 (令和4年4月 1日 現在)

|11

民

不

'[

個

人

均 等 割 3,500円

所 得 割 課税所得金額 6%

26万 円 (特別障害者   30万円)

(同居特別障害者 53万 円)

30万 円    寡婦控除     26万 円

26万円

最高33万 円(老人配偶者控除 38万 円)

最高33万 円

障害者控除

ひとり親控除

勤労学生控除

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

・一般の扶養親族

・老人扶養親族

基礎控除

。特定扶養親族   45万 円

。同居老親等扶養親族 45万 円

33万 円

38万 円

最高43万 円

非課税の

範 囲

住民税非課税

均等割非課税

所得割非課税

①合計所得額で135万 円以下(障害者。未成年・寡婦・ひとり親)

②生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

均等割のみ納税義務者のうち前年の合計所得が市町村の条例で定める

金額以下であるもの

28万 円×(本人+同 一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万 円+10万 円

前年の所得金額が以下の計算式以下の金額

35万 円×(本人+同 ・生計配偶者+扶養親族の人数)+32万 円+10万 円

法

人

均 等 割

(資本金等の額)     (市 内従業員数)

下記以外の法人

1千万円以 下        50人 超

1千万円超1億 円以下     50人 以下

1千万円超 1億円以下     50人 超

1億 円超10億円以下     50人 以 下

1億 円超 10億円以下     50人 超

10億円超50億 円以下     50人 以下

10億円超50億 円以下     50人 超

50億円超          50人 以 下

50億 円超          50人 超

(均等割 額 )

50,000 111

120,000 1月

130,000 Fll

150,000 1il

160,000 11]

400,000 「11

410,000 ill

l,750,000 円

410,000 1]l

3,000,000 111

法 人 税 割

・資本金等の額が10億 円を超える法人及び保険業法に規定する相 圧会社

・資本企等の額が10億 円以下で法人税割の課税標準となる法人税額

(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年400万 円を超える法人

。上記以外の法人

ヽ

|

【制限税率】
・8.4%

【標準税率】
・6.0%
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固 定 資 産 税 1.400 免税点

′
´

[

土地

家屋

償却資産

30万 円

20万 円

150万円

軽 自 動 車 税
禾重  別l   害1

原動機付 自転車

50cc以下

50cc超 90cc以 下

90cci超  125cc以下

ミニカー

2,000 円

2,000 円

2,400 円

3,700 円

軽 自動車

二輪 (125cc超 250cc以 下) 3,600 円

① 初度検査年月が平成27年 3月 以前の車
※ ③に該当する車を除く

三輪 3,100 円

7,200 F[]

5,500 円

4,000 円

3,000 円

四輪以上乗用 「
自家用

し営業用

「
自家用

ヒ営業用
四輪以上貨物

② 初度検査年月が平成27年 4月 以降の車
※ グリーン化特例の適用を受けるものを除く

三輪 3,900 円

10,800 円

6,900 円

5,000 円

3,800 円

四輪以上乗用
[

[

自家用

営業用

自家用

営業用
四輪以上貨物

③ 初度検査年月が13年を超える車

※ 動力源または内燃機関の燃料が電気。天然ガス。メタノール・混合メ
タノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車を除く。

三輪              4,600円

四輪以上乗用  「
自
否

用   12,900円
ヒ営業用    8,200円

四輪以上貨物  「
自家用    6,000円

ヒ営業用    4,500円
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軽 自 動 車 税
種  別  害1

軽 自動車

④ 令和3年4月 1日 から令和5年 3月 31日 まで|

た車で電気自動車又は天然ガス自動車(平成

こ新車新規登録し

i30年排出ガス規

制に適合又は、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21

年排出ガス基準値より10%以 上窒素酸化物の排出量が少ない

車両。)

三輪

四輪以上乗用

四輸以上貨物

[

自家用

営業用

白家用

営業用

1,000 円

2,700 円

1,800 円

1,300 Hl

l,000 Pi

″
l

l

ヒ

⑤ 令和3年4月 1日 から令和5年 3月 31日 までに新 車新規登録し

た車でガソリン車、ハイブリット車 (平成30年排出ガス規制に適合
し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等
の排出量を低減する車両又は平成 17年排出ガス基準値より75%

以上窒素酸化物等の排出量を低減する車両に限る。)

。令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

三輪       営業用    2,000円

四輪以上乗丹1   営業用    3,500円
。令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

三輪       営業用    3,000円

四輪以上乗丹]  営業用    5,200円

小型特殊 自動車
農耕作業用

その他のもの

2,400 Hl

5,900 Fll

二輪小型自動車 250cc超 6,000 円

市 た ば こ税 1,000本 につき6,552FI

鉱 産 税 1%(ただし、1か月に掘採された鉱物の価格が200万 円以 下の場合は0.7%)

入 湯 税 入湯客一人 1日 につき150円

都 市 計 画 税
^、 ^傷(市街化区域内に所在する上地、家屋に対して課税されます′、  η
U・ °予′0ヒ

※ 免税点は、固定資産税の土地、家屋と同額です。        リ

国
民
健
康
保
険
税

医療分

所得割 6.8% 課税限度額

医療分

後期高
齢者支
援金分

介護分

63ノブ11]

19万 円

17万円

糸内夕調 10期

資産割 10.0%

均等割 17,000円

平等割 5,000卜」
]

後期高
齢者支
援金分

ワ「窄}害 || 2.4%

均等割 14,000円

介護分
所得割 2.0%

均等割 14,000円
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